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　３月15日、放課後児童クラブにおいて、「こどもワークショップ」を開催し、
小学校１年生から４年生までの児童、35人が参加しました。

　今回のワークショップは、今後「こども計画」を策定するにあたり、
主役となるこどもたちから直接意見を引き出すために行いました。

　ワークショップでは、５人のファシリテーター（進行役）がそれぞれのポイン
トで五霞町に関するクイズを出題し、それに回答したこどもたちはシールをもら
える仕組みです。集めたシールを並べると「ごかまちのすきなところは？」との
最終問題が出される内容です。
　最終問題では、「学校や児童館が楽しい」や「緑がたくさんあり、虫がいっぱ
いいる」、「家族や友達がいる」といったこどもの視点ならではの意見が寄せら
れました。
　参加したこどもたちからは「楽しかった」や「五霞町に住み続けたい」などの
感想がよせられ、最後に、感謝状と参加賞が贈られました。

　３月１日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

○お持ちいただくもの
　窓口に来た方の本人確認書類
※�国、地方公共団体の機関が発行した免許証、資格証明書など
有効期間内のもので、顔写真付きのもの

○戸籍届出時も負担が少なくなります
　本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、
提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができる
ようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要に
なります。詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

○戸籍証明書等を請求できる人

こどもワークショップを開催しました

戸籍の広域交付が始まりました
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どこでも請求できます まとめて請求できます

　本籍地が遠くにある方でも、お住
まいや勤務先の最寄りの市区町村の
窓口で請求できます。

　本籍地が全国各地にあっても、１か所の
市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※�コンピュータ化されてない一部の戸籍・
除籍を除きます。
※�一部事項証明書、個人事項証明書は請求
できません。

○お問い合わせ　町民税務課　町民G　☎（84）1965(直通)

・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※�きょうだいの戸籍証明書等
は請求できません。
※�法定代理人、委任状による
代理人請求は不可。




